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□濃厚接触者に対する
生活物資緊急支援事業とは
生活に必要不可欠な食料品等を調達すること
が著しく困難となっている新型コロナウイルス
感染症患者の濃厚接触者に対して、健康観察期
間中、緊急で生活物資を支援するものです。

□利用者負担は　無料

□対象となる方は
保健所から新型コロナウイルス感染症患者の
濃厚接触者と判定された市内在住者で、生活に
必要不可欠な食料品等を調達することが著しく
困難であるため、生活物資等の支援が必要と保
健所から市に報告があった方

保健所と連携し緊急支援が必要な
濃厚接触者に生活物資をお届けします

市民生活部健康推進課
☎22-0370

１．経済・生活面の支援
（１）物資給付

□住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金とは
下記の「対象となる方」に、世帯を支援する
ために給付するものです。

□対象となる方は
次のいずれかに該当する世帯。ただし、住民
税が課税されている人の扶養親族等のみで構成
する世帯を除きます。
（１）世帯全員の令和３年度「住民税が非課税」

の世帯
※該当と思われる世帯には、１月末に確認書を送付しています。

（２）新型コロナウイルス感染症の影響で、令和
３年１月以降の収入が減少し、「住民税非
課税相当」の収入となった世帯（家計急変
世帯）

□申請期限は
（１）住民税非課税世帯　令和４年５月２日まで
（２）家計急変世帯　令和４年９月３０日まで

□申請に必要なものは
◇確認書または申請書（請求書）
◇本人（代理人）を確認できる書類の写し
◇振込口座と口座名義がわかる通帳等の写し
（２）家計急変世帯は次の書類も必要です。
◇簡易な収入（所得）見込額の申立書
◇任意の１カ月の収入または令和３年中の収入
の見込額の状況が確認できる書類の写し

※住民税非課税相当とは
世帯員全員の年収見込額（令和３年１月以降令和４年９月

までの任意の１か月の収入×１２倍）が市民税均等割非課税
水準以下であることを指します。

世帯全員が住民税非課税相当となった
世帯に臨時給付金が支給されます

市民生活部社会福祉課
☎22-1340

□地域イベント等支援事業とは
下記の「対象となる団体」に、事業を実施す
るための経費の一部を謝礼金として給付するも
のです。

□対象となる方は
事業名称に「来てみらいん　くりはら」の文
言を付した上で、市内外の者が広く参加するこ
とができ、賑わいの創出による交流人口の増加、
地域の活性化に資する事業を実施する市内に活
動の拠点を置く団体及び企業等
※行政区・自治会単独事業は除きます。

□謝礼金の額は
対象経費の総額（個人又は団体等の資産形成
に係る経費を除く）から参加費又は入場料及び
補助金の額を控除した額の２分の１
上限額：１０万円

□申請期限は　令和５年２月２８日まで

□申請に必要なものは
◇申請書　◇収支予算書　◇団体等概要書
◇その他市長が必要と認める書類

地域イベント等を実施する団体等に
支援金を支給します

企画部企画課
☎22-1125

（２）給付金・支援金

（３）税金や保険料等の減免・猶予

□対象となる世帯は
国民健康保険に加入している世帯で、次のい
ずれかに該当する世帯
１．新型コロナウイルス感染症により、世帯主
が死亡又は重篤な傷病を負った世帯（り患
世帯）

２．新型コロナウイルス感染症の影響により、
世帯主の収入の減少が見込まれ、以下の全
てに該当する世帯（減収世帯）
◇世帯主の令和４年分の事業収入、不動産収
入、山林収入又は給与収入（事業収入等）
のいずれかの減少額が、前年のその収入の
３０％以上であること。
◇世帯主の前年の合計所得金額が１,０００万
円以下で、減少した事業収入等に係る所得
以外の前年所得額の合計が４００万円以下
であること。

□申請期間は　令和５年３月３１日まで

□減免割合は

□減免の対象となる国民健康保険税

□申請に必要なもの
申請書、以下の事実が確認できる書類（写し可）
【り患世帯の場合】
◇医師の診断書、死亡診断書など

【減収世帯の場合】
◇事業の内容が分かるもの（登記簿謄本など）
◇昨年の収入が分かるもの（給与所得の源泉
徴収票、確定申告書の控えなど）
◇令和４年１月から申請する月までの収入が
分かるもの（給与明細書、収入と必要経費
が確認できる帳簿など）

【事業等の廃止・失業した世帯の場合】
◇世帯主が新型コロナウイルス感染症の影響
により、事業等の廃止や失業したことが分
かるもの（退職証明書、解雇通知書、雇用
保険受給資格者証、廃業届、休業届など）

国民健康保険税を減免します 総務部税務課  ☎22-1121
各総合支所市民サービス課

普通徴収 特別徴収
令和４年度 １期～１０期 ４月～翌２月

世帯主の前年合計所得
減免割合 10/10 ８/10 ６/10 ４/10 ２/10

300万円以下 400万円以下 550万円以下 750万円以下 1,000万円以下

※新型コロナウイルスの影響により、世帯主が失業又は事業を廃止した場合には、前年合計所得に関わらず、10/10の減免割合が適用されます。

□対象となる方は
後期高齢者医療保険に加入している方で、次
のいずれかに該当する方
１．新型コロナウイルス感染症により、世帯主
が死亡又は重篤な傷病を負った方

２．新型コロナウイルス感染症の影響により、
世帯主の収入の減少が見込まれ、以下の全
てに該当する方
◇世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入
又は給与収入（事業収入等）のいずれかの
減少額が、前年の事業収入等の額の３０％
以上であること。
◇世帯主の前年の合計所得金額が１,０００万
円以下で、減少することが見込まれる事業
収入等に係る所得以外の前年の所得の合計
金額が４００万円以下であること。

□申請期間は
令和５年３月３１日まで

□減免割合は
左記の１に該当する場合は全額減免、左記の
２に該当する場合は世帯主の前年の合計所得等
により、２割～１０割減免※
※前年の合計所得による減免割合は「国民健康保険税の減免」
の表と同様です。

□減免の対象となる後期高齢者医療保険料

□申請に必要なもの
申請に必要な書類は「国民健康保険税の減免」
と同様です。

□徴収猶予
減免対象者のうち、納期限の変更で納付が可
能と認められた場合に申請が行えます。

後期高齢者医療保険料を
減免します

市民生活部健康推進課  ☎22-0370
各総合支所市民サービス課

普通徴収 特別徴収
令和４年度 １期～９期 ４月～翌２月

（納期限が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に
あるもの）※過随期分含む


